
   建築後退等による狭あい道路拡幅整備助成要綱 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は、市民の生活環境の向上を図り、住み良いまちづくりを推進するため 

に狭あい道路の拡幅整備を行う建築主等に対し、予算の範囲内において狭あい道路拡幅 

整備助成金（以下「助成金」という。）を交付することについて、伊勢原市補助金等の 

交付規則（昭和５５年伊勢原市規則第１９号）に規定するもののほか必要な事項を定め 

るものとする。 

 （用語の定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに 

よる。 

  (1) 狭あい道路 建築基準法（昭和２５年法律第２０１号。以下「法」という。）第４２  

条第２項の規定により指定された道路及び当該道路以外の幅員４メートル未満の道路 

で拡幅整備を必要とする道路をいう。ただし、私道については、この限りでない。 

  (2) 建築物 法第２条第１項第１号に掲げる建築物をいう。 

 (3) 建築行為 建築物を建築し、又は工作物を築造しようとする行為をいう。 

 (4) 建築確認申請 法第６条第１項及び法第６条の２第１項に規定する申請の手続をい 

う。 

  (5) 建築主等 狭あい道路に接する敷地に建築しようとする者及びその土地の所有者を 

いう。 

  (6) 隅切り 伊勢原市地域まちづくり推進条例施行規則（平成２４年伊勢原市規則第２３ 

号）第６６条第１項第５号及び第２項第４号の規定に基づき市長が定める伊勢原市道 

路整備基準（平成２４年伊勢原市告示第１６０号。以下「整備基準」という。）第９ 

条に規定する隅切りをいう。 

  (7) 後退線 狭あい道路の中心線から水平距離２メートルの線をいう。ただし、当該道 

路が中心線からの水平距離２メートル未満で、がけ地、川、線路敷地その他これらに 

類するものに沿う場合においては、当該がけ地等の境界線から道路側に４メートルの 

線をいう。 

  (8) 後退用地 狭あい道路の境界線と後退線との間にある土地をいう。 

  (9) 支障物件 後退用地に存する擁壁、門、塀、立木、生垣、地下埋設物等で、狭あい 

道路の整備に支障となる物件をいう。 

 (10) 指定確認検査機関 法第７７条の２１第１項に規定する指定確認検査機関をいう。 

 （適用対象） 

第３条 この要綱は、狭あい道路に接する敷地に、次に掲げる行為を行う場合に適用する。  

ただし、市長が特に必要がないと認める場合は、この限りでない。 

(1) 建築確認申請が必要な建築行為 

(2) 建築行為によらない、狭あい道路に接する敷地で自主的に行う道路後退 

(3) 建築確認申請による建築行為で、すでに狭あい道路に接する敷地の道路後退が行わ 

れ、適正な空地が確保されており、分筆・登記作業を行う必要があるもの。ただし、 

支障物件の撤去等が伴う場合は、適用しない。 



 （市長の責務） 

第４条 市長は、この要綱に基づく狭あい道路の拡幅整備に関する施策の普及その他狭あ 

い道路の拡幅整備を促進するために必要な措置を講じるものとする。 

 （建築主等の責務） 

第５条 建築主等は、この要綱に基づく狭あい道路の拡幅整備の必要性を理解し、その実 

施に協力するよう努めるものとする。 

 （指定確認検査機関の責務） 

第６条 指定確認検査機関は、この要綱に基づく狭あい道路の拡幅整備の必要性を理解し、  

その実施に協力するよう努めるものとする。 

 （協議） 

第７条 建築主等は、第３条に規定する行為を行う場合は、次に掲げる事前協議を行った 

上で、狭あい道路に関する協議申請書（第１号様式）を提出し、市長と協議するものと 

する。 

(1) 狭あい道路に接する敷地で第３条第１号に規定する行為を行う場合は、伊勢原市地 

域まちづくり推進条例（平成２４年伊勢原市条例第１１号）第５０条第１項に規定す 

る届出をする前に道路後退線の確定並びに後退用地の譲渡及び物件の除却等について 、 

建築確認申請に添付する配置図等により事前協議を行うこととする。 

(2) 第３条第２号及び第３号に規定する行為を行う場合には、建築確認申請に添付する 

配置図や狭あい道路に接する敷地の後退線がわかる図面により事前協議を行うことと 

する。 

 （隅切り用地の確保） 

第８条 建築主等は、前条の規定による協議を行う土地が角地である場合は、隅切り用地 

を確保するよう努めるものとする。 

 （協議済通知書の交付） 

第９条 市長は、第７条の規定による協議が終了したときは、建築主等に対し、狭あい道 

路に関する協議済通知書（第２号様式）を交付するものとする。 

 （後退用地の寄附又は譲渡等） 

第１０条 建築主等は、道路用地寄附申出書（第３号様式）により、抵当権等の所有権以 

外の権利が設定されていない後退用地を市に寄附するものとする。ただし、隅切り用地 

については、市が実勢価格相当により買収する。 

２ 前項の規定にかかわらず、相続登記が未登記のため市へ所有権移転登記をすることが 

できない場合又は権利設定登記が抹消できない場合においては、道路用地無償使用承諾 

書（第４号様式）により、後退用地を無償使用承諾することができる。 

 （測量、分筆登記等） 

第１１条 建築主等は、後退用地及び隅切り用地を測量し、分筆するものとする。 

２ 市長は、建築主等が前項の規定により分筆登記を行う場合、後退位置に設置する市の 

道路境界標識を支給するものとする。 

３ 第１項の規定による分筆登記等に伴う隣接土地所有者等への境界立会いの依頼及び境 

界承諾印の受領等は、建築主等が行うものとする。 



 （支障物件の撤去） 

第１２条 建築主等は、第７条の規定による協議が成立したときは、後退用地及び隅切り 

用地内にある支障物件を撤去し、道路としての使用が可能な状態にするものとする。 

 （助成金） 

第１３条 市長は、第７条の規定による協議が整い、後退用地を寄附する建築主等に対し、  

予算の範囲内で、別表に掲げる助成金を交付することができる。 

 （助成金の交付申請） 

第１４条 前条の規定による助成金の交付を受けようとする建築主等は、交付申請書（第 

５号様式）を市長に提出しなければならない。 

２ 前項に規定する交付申請書を市長に提出する時期は、分筆登記及び支障物件の撤去が 

完了したときとする。 

 （助成金の交付決定） 

第１５条 市長は、前条第１項の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、 

助成の可否及び金額を決定し、助成することに決定したときは、交付決定通知書（第６ 

号様式）により、当該申請者にその旨を通知するものとする。 

 （助成金交付決定の取消し等） 

第１６条 市長は、前条に規定する助成金の交付決定を受けた者が偽りその他の不正な手 

段により当該助成金等の交付を受けたと認める場合は、当該交付決定の全部又は一部を 

取り消すことができる。 

２ 市長は、前項の規定に基づき交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、既 

に当該助成金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない 。 

 （助成金の請求） 

第１７条 第１５条の規定により狭交付決定通知を受けた建築主等は、速やかに請求書 

（第７号様式）を市長に提出するものとする。 

  （適用除外） 

第１８条 この要綱は、次の各号のいずれかに該当するものが建築主等である場合につい 

ては、適用しない。 

  (1) 国、地方公共団体又はその他の公共団体 

  (2) 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項に規定する開発行為を行 

うもの 

  (3) 土地区画整理法（昭和２９年法律第１１９号）に規定する土地区画整理事業を施行 

するもの 

 （後退用地の管理） 

第１９条 市長は、建築主等から寄附又は無償使用承諾を受けた後退用地を道路として管 

理するものとする。 

 （計画道路等） 

第２０条 建築主等は、道路の拡幅計画（計画幅員が４メートルを超えるもの）が定まっ 

た狭あい道路に接した敷地に建築行為を行う場合は、当該計画に合わせた建築を行うも 

のとする。 



 （委任） 

第２１条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。 

      附 則（平成１９年３月２８日告示第４６号） 

 （施行期日） 

１ この告示は、平成１９年４月１日から施行する。 

  （経過措置） 

２ この告示の施行の日前に申請があった狭あい道路に関する協議については、なお従前 

の例による。 

 （伊勢原市建築行為等に係る狭あい道路後退用地整備要綱の廃止） 

３ 伊勢原市建築行為等に係る狭あい道路後退用地整備要綱（平成元年伊勢原市告示第４５  

号）は、廃止する。 

  附 則（平成２５年１１月２７日告示第１６２号） 

 この告示は、公表の日から施行する。 

  附 則（令和３年４月１４日告示第１０２号） 

 この告示は、公表の日から施行する。 

 



 

別表（第１３条関係） 

  
 

 

 

 

 

 

  対  象   助成金の額     限 度 額   備  考 

分筆登記費 

 

 

分筆登記等に要した費用

に９０％を乗じた額 

４０万円 

 

 

 

隅切り部分は１００％ １か所当たり１０万円  

支障物件撤去費 

 

塀・擁壁・樹木等の撤去

に要した額 

１００万円（隅切りを含む

。） 

隅切り部分は

、新設含む 

隅切り用地  有償譲渡（実勢価格相当）  

    備考 

     １ 助成金の額に１，０００円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。 

     ２ 分筆登記費が市の算定した金額を超えたときは、市の算定した金額とする。 

     ３  塀・擁壁・樹木等の単価については、別紙道路後退用地内支障物件等内訳書に定 
    める。 

 



第１号様式（第７条関係）                             

 

 

狭あい道路に関する協議申請書 
 
                                                          年  月  日 
 
 伊勢原市長 殿 

 

   建築後退等による狭あい道路拡幅整備助成要綱第７条の規定による協議を行いたいので、 
関係図書を添えて申請します。 

 

土地所有者 

住 所  

氏 名                                     電話   (  ) 

建 築  主 
住 所  

氏 名                                     電話   (  ) 

申請代理人 

住 所                      

氏 名                                     電話   (  ) 

建築敷地の概要 

申 請 地  伊勢原市 

目    的  □ 住宅 □ 事務所 □ 共同住宅 □ その他 

敷地面積  公簿                                ㎡ 

区域区分 
 □ 市街化区域 

 □ 市街化調整区域 
 接道形態 

 □ 角地 

 □ その他 

道路幅員                 ｍ  間口延長                ｍ 

境界査定  □ 査定済  □ 査定中  □ 未査定 

舗装状況 
 □ アスファルト舗装 □ コンクリート舗装 

 □ 未舗装（状況：                ） 

支障物件等の概要  別紙の道路後退用地内支障物件等内訳書のとおり 

後退用地の取扱い  □ 寄附・ □ 無償使用 

添  付  書  類  案内図・公図写し・全部事項証明書又は写し・地積測量図・配置図 

 

                                                             年  月    日 

  土木総務課長 殿 

                                                         建築住宅課長 
 
   狭あい道路に関する協議申請書の処理について（依頼） 

 このことについて、上記のとおり申請がありましたので送付します。



別 紙 

道 路 後 退 用 地 内 支 障 物 件 等 内 訳 書 
 

   工作物等の数量内訳（道路後退用地内） 

 支障物件の種類（助成対象） 助成金額 数量 金  額 

 フェンス（鉄製・アルミ・金網）     円／㎡ ㎡            円 

 木塀 （基礎を含む。）     円／㎡ ㎡            円 

 大谷石塀（基礎を含む。）      円／㎡ ㎡            円 

 ブロック塀（基礎を含む。）      円／㎡ ㎡            円 

 玉石積み擁壁        円／㎡ ㎡            円 

 コンクリート擁壁等（玉石積みを除く。）         円／㎡ ㎡            円 

 生垣（高さ1.5ｍ以下）         円／ｍ ｍ            円 

 生垣（高さ1.5ｍ以上）         円／ｍ ｍ            円 

 樹木（幹の周囲が30㎝ 以下）         円／本 本            円 

 樹木（幹の周囲が30㎝～ 60㎝以下）        円／本 本            円 

 樹木（幹の周囲が60㎝～ 90㎝以下）         円／本 本            円 

 樹木（幹の周囲が90㎝以上）         円／本 本            円 

  合 計            円 

   工作物等の数量内訳（隅切り用地内） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支障物件の種類（助成対象） 助成金額 数量 金  額 

 フェンス（鉄製・アルミ・金網）        円／㎡      ㎡            円 

 木塀 （基礎を含む。）        円／㎡      ㎡            円 

 大谷石塀（基礎を含む。）        円／㎡      ㎡            円 

 ブロック塀（基礎を含む。）        円／㎡      ㎡            円 

 玉石積み擁壁        円／㎡     ㎡            円 

 コンクリート擁壁等（玉石積みを除く。）         円／㎡      ㎡            円 

 生垣（高さ1.5ｍ以下）         円／ｍ      ｍ            円 

 生垣（高さ1.5ｍ以上）         円／ｍ      ｍ            円 

 樹木（幹の周囲が30㎝ 以下）         円／本      本            円 

 樹木（幹の周囲が30㎝～ 60㎝以下）        円／本      本            円 

 樹木（幹の周囲が60㎝～ 90㎝以下）         円／本      本            円 

 樹木（幹の周囲が90㎝以上）         円／本      本            円 

   合 計            円 

    備考 

    １  工作物の面積が１㎡に満たない場合は、１㎡として扱うものとする。 

    ２  樹木の幹の周囲は、樹木の地上１．２メートル部分の幹周りをいう。 

    ３  積算金額が１００万円を超える場合は、１００万円を限度とする。 

    ４ 内訳書に除却工事着手前の写真（３方向以上）を添付してください。 

     なお、工事完成時にも写真を提出していただきますので、対比ができるよう同一 
        方向から撮影してください。



第２号様式（第９条関係） 

                                                          年   月   日 

 

                            様 

 

                                          伊勢原市長 印 

 

 

狭あい道路に関する協議済通知書 

    

      年  月  日付けで建築後退等による狭あい道路拡幅整備助成要綱第７条の 
規定に基づいて協議申請されました道路後退用地の協議について、次のとおり決定しま 
したので同要綱第９条の規定に基づき通知します。 

 

  １ 申請地及び申請書受付番号 

      伊勢原市                          （№  －  ） 
 

  ２  道路後退方法及び根拠法令等 

   (1)  根拠法令    
        建築基準法第  条第  項 

   (2)  道路後退方法 

      □ 中心から２メートル（□ 公図 □ 道路台帳 □ 境界確定図） 

      □ 一方から４メートル 

    □ その他（                       ） 

   (3)  指示事項                         
                        
  ３ 支障物件の撤去範囲及び助成金交付予定額 

    (1) 支障物件の撤去範囲 

    (2) 支障物件撤去費助成金交付予定額 

        金           円 

 

  ４ 測量及び分筆登記等について 
   
  ５ 後退用地の整備方法 
 

  ６ 後退用地の移管手続について 
                          
 ７ 助成金の申請   
 

 ８ 助成金の交付予定時期 

 

              （事務担当は、            内線        ）



第３号様式（第１０条関係）                             
 

 

 

 

 

道路用地寄附申出書 
 
                                                        年   月   日 
 
 伊勢原市長 殿 

 

                                     （土地所有者） 

                                      住 所 
                               
                                      氏 名                           実印 

 
 
  次に掲げる土地を道路用地として寄附するため、関係書類を添えて申し出ます。 

 

  土地の表示 

大 字 字 地 番 地 目 面 積 

 伊勢原市 

 

 

 

 

       番 

 

 

 

             ㎡ 

 伊勢原市 

 

 

 

 

       番 

 

 

 

             ㎡ 

 伊勢原市 

 

 

 

 

       番 

 

 

 

             ㎡ 

 伊勢原市 

 

 

 

 

       番 

 

 

 

             ㎡ 

 伊勢原市 

 

 

 

 

       番 

 

 

 

             ㎡ 
 
〔添付図書〕 
 
  １ 案内図  ２ 公図写し ３ 地積測量図 ４ 境界確定図  ５ 登記事項証明書 
 
  ６ 所有権移転登記承諾書 ７ 印鑑登録証明書 ８ 資格証明書（法人の場合のみ） 
 
  ９ 隅切り用地の求積図 １０ その他市長が必要と認める図書               



第４号様式（第１０条関係）                                

 

 

 

 

 

道路用地無償使用承諾書 

 
 
                                                         年  月  日 
 
 伊勢原市長 殿 

 

                                           （土地所有者） 

                                         住 所 
                               
                                        氏 名                         実印 

 

  次に掲げる道路後退用地を、伊勢原市が道路として無償使用することを承諾します。 

 また、当該地の権利を第三者が相続し、又は第三者に譲渡した場合においても、この内容を 
継承させることを誓約します。 

 
 
  土地の表示 

大 字 字 地 番 地 目 面 積 

 伊勢原市 

 

 

 

 

       番 

 

 

 

             ㎡ 

 伊勢原市 

 

 

 

 

       番 

 

 

 

             ㎡ 

 伊勢原市 

 

 

 

 

       番 

 

 

 

             ㎡ 

 

〔添付図書〕 

１ 案内図  ２ 公図写し ３ 地積測量図又は実測図 ４ 登記事項証明書 
 
 ※ 所有権以外の権利が設定されている場合は、その権利者の承諾書を添付してください。 



第５号様式（第１４条関係）                                

 

 

 

交 付 申 請 書 

 
 
                                                         年  月  日 
 
 伊勢原市長 殿 

                              
                             申請者  住 所 

                                     氏 名                              

 

    建築後退等による狭あい道路拡幅整備助成要綱第１４条の規定に基づき、次のとおり 
助成金交付を申請します。 

                

事 業 の 名 称  狭あい道路拡幅整備事業（№   －    ） 

助成金等の名称  狭あい道路拡幅整備助成金 

申 請 地  伊勢原市 

助 成 金 の 種 類  □ 分筆登記費等助成金  □ 支障物件撤去費助成金 

助成金交付申請額  金               円 

助 成 金 の 内 訳 

 分筆登記費等助成金                              円 

 支障物件撤去費助成金                            円 

 

 

〔添付図書〕 

  １ 各作業の数量及び単価の明細が記載された分筆登記費用等の見積書の写し若しくは 
請求書の写し 

  ２ 支障物件撤去工事完成写真（着手前と対比ができるよう同一方向から撮影のこと。） 
  ※２は、支障物撤去費助成金が該当する場合のみ添付 



第６号様式（第１５条関係）     
                                                   伊勢原市指令（  ）第   号 

    年  月  日 

 

 

               様 

 

 

                                          伊勢原市長 印 

 

 

交 付 決 定 通 知 書 

 

      年  月  日付けで申請のありました狭あい道路拡幅整備助成金の交付につい 
て、次のとおり決定しましたので、建築後退等による狭あい道路拡幅整備助成要綱第１５ 
条第１項の規定により通知します。 
 

事 業 の 名 称 狭あい道路拡幅整備事業（受付番号№  －  ） 

助成金等の名称  狭あい道路拡幅整備助成金 

申 請 地 伊勢原市 

助 成 金 の 種 類  □ 分筆登記費等助成金  □ 支障物件撤去費助成金 

助成金交付決定額  金               円 

助 成 金 の 内 訳 

 分筆登記費等助成金                                円 

 支障物件撤去費助成金                              円 

交 付 の 条 件 

 

１ 助成金の交付を受ける場合は、本通知書の内容を確認後、 
  速やかに請求書を提出しなければならない。 

２ 助成金交付決定額は、助成金の内訳中の分筆登記費等助成 

金と支障物件撤去費助成金の千円未満を切り捨てた額の合計 

とする。 

 
             （事務担当は、             内線        ） 



第７号様式（第１７条関係）                        受付番号 №   － 

 

 

請 求 書 

 

 

         金         円 

 

 

        年  月  日付けで交付決定を受けた狭あい道路拡幅整備助成金 

   について、請求いたします。 

    
 

 

         年  月  日 

    

 

                                     住 所 

                             請求者 

                                     氏 名                               

 

 

  伊勢原市長 殿 

 

 

 

金融機関名 

 

 

 

 

 

 

 

 

支  所 

支  店 

出張所 

預 金 種 別 普通 ・ 当座 口 座 番 号 
 

 

口座名義人 

 

ﾌﾘｶﾞﾅ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


